
③ 障害者・高齢者の交流の場としての講座・教室の実施

ⅰ障害者・高齢者対象の各種教室の開催(25教室)

ⅱセンター祭の実施（上記教室活動の作品発表会等）

ⅲスポーツ、レクリエーションなどイベントの開催

④ 障害者総合支援法に基づく「地域生活支援事業」

ⅰコミュニケーション（意思疎通）支援事業

イ．手話通訳者派遣事業

ロ．要約筆記者（要約筆記奉仕員）派遣事業

ハ．手話通訳者等設置事業

ニ．手話奉仕員養成講座

ⅱ社会参加促進事業

イ．点字・声の広報発行事業

ロ．要約筆記奉仕員、点訳・音声ボランティア等

の養成研修等

⑦ 障害者総合支援法に基づく

「障害者福祉サービス事業」の展開

ⅰ重度身体障害者対象の

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、生活介護、

相談支援、日中一時支援、移動支援のほか

生活支援センターの実施場所として『NPO法人あけ

び』に施設の一部を貸与

⇒ Ｈ26.08からはショートステイ（短期入所）も実施

⑤ 自主事業

ⅰ福祉出前講座の開催

ⅱ車椅子・点字図書・車いす対応車の貸出

ⅲ市広報番組「ラブリータウンいこま」

への手話通訳者派遣

ⅳ福祉介護相談

生駒市生駒市生駒市生駒市

社社社社 会会会会 福福福福 祉祉祉祉 協協協協 議議議議 会会会会

障がい障がい障がい障がい

当事者会当事者会当事者会当事者会

障がい者障がい者障がい者障がい者

高齢者高齢者高齢者高齢者

各種ボランティア団体各種ボランティア団体各種ボランティア団体各種ボランティア団体

・・・・手話通訳手話通訳手話通訳手話通訳…………派遣、設置派遣、設置派遣、設置派遣、設置

・要約筆記・要約筆記・要約筆記・要約筆記…………派遣派遣派遣派遣

・点字・点字・点字・点字…………点字広報点字広報点字広報点字広報

・音訳・音訳・音訳・音訳…………声の広報声の広報声の広報声の広報

福祉福祉福祉福祉センターセンターセンターセンター

① 福祉センターの使用の許可に関する業務

② 福祉センターの使用の制限

使用の許可の取消等に関する業務

福祉センターの指定管理による事業の概要

（各種団体との関係）

福祉福祉福祉福祉関連法人関連法人関連法人関連法人福祉センター福祉センター福祉センター福祉センター

ボランティアボランティアボランティアボランティア

【【【【個人登録個人登録個人登録個人登録】】】】

生駒市ボランティア生駒市ボランティア生駒市ボランティア生駒市ボランティア

協議会協議会協議会協議会

家族会家族会家族会家族会

後援会後援会後援会後援会

すべての

障害者・関係団体の活動の場として機能

サービス

の提供

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

の養成

サービス

の提供

事業の

依頼

新 (仮)権利擁護センターの開設

１．地域生活支援事業（既存事業）

(成年後見制度法人後見支援事業)

・後見サポーター養成研修

・実務者連絡会

・総合相談窓口の設置

２．以下の事業を追加予定

・出張相談（アウトリーチ相談）

・スーパーバイズ機能（支援機関向け）

・成年後見制度の利用支援

・早期発見・予防

包括支援センター、民生委員・児童委

員との連携

サロン、地域ケア会議から地域の権利

擁護の課題の拾い上げ

必要経費

＋α
事業への

協力

事業催し

物への協

事業催物

への協力

サービス

の提供

事業実施に関する

連携

(仮仮仮仮)権利擁護権利擁護権利擁護権利擁護センターセンターセンターセンター

今年度秋委託事業

(福祉センター内に開設)

委託料

サービス

の提供

⑥ 福祉避難所（２次避難所）の指定

指定管理料

※指定管理外

社協社協社協社協はボランティアはボランティアはボランティアはボランティア

団体団体団体団体のののの結成結成結成結成をををを誘導誘導誘導誘導しししし

育成育成育成育成。。。。活動活動活動活動のののの場場場場のののの提提提提

供供供供をををを行行行行ってきたってきたってきたってきた。。。。

※無償貸付

- 3 -


